
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとして、該
ワイヤの中心からＲ／２までの部分を中心部、その外側を外周部としたとき、中心部にお
けるワイヤ長手方向の結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１
１１］方位を有する結晶粒の面積の割合Ｒｃと、外周部におけるワイヤ長手方向の結晶方
位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒の
面積の割合Ｒｓについて、両者の差分比率の絶対値｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）が
３０％以上であることを特徴とする半導体装置用金ボンディングワイヤ。
【請求項２】
ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤ長手方向の結晶方位の
内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒の面積
の割合Ｒａが１．０以上であることを特徴とする、請求項１に記載の半導体装置用金ボン
ディングワイヤ。
【請求項３】
ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとして、該
ワイヤの中心からＲ／３までの部分を芯部としたとき、芯部におけるワイヤ長手方向の結
晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶
粒の面積の割合Ｒｄが０．１～０．８の範囲であることを特徴とする、請求項１又は２に
記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。

10

20

JP 3697227 B2 2005.9.21



【請求項４】
ボンディングワイヤの外周部におけるワイヤ長手方向の結晶方位の内、［１００］方位を
有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒の面積の割合Ｒｓが１．２以
上であることを特徴とする、請求項１～３のいずれかに記載の半導体装置用金ボンディン
グワイヤ。
【請求項５】
ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとして、該
ワイヤの表面からＲ／５までの部分を最表面部としたとき、最表面部におけるワイヤ長手
方向の結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有
する結晶粒の面積の割合Ｒｔが１．０以下であることを特徴とする、請求項１～４のいず
れかに記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。
【請求項６】
前記結晶粒の［１１１］方位及び［１００］方位が、ボンディングワイヤの長手方向に対
し、１０°以内の傾きを有する請求項１～５のいずれかに記載の半導体装置用金ボンディ
ングワイヤ。
【請求項７】
前記ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒数が、０．０４～４個／μｍ 2である請
求項１～６のいずれかに記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。
【請求項８】
圧延加工、一次伸線加工、前熱処理、二次伸線加工、後熱処理の順でそれぞれ少なくとも
１回組み合わせた工程で、鋳造材からボンディングワイヤを製造する方法であって、前記
圧延加工、一次伸線加工におけるそれぞれの面積加工率が９５％以上、前記前熱処理の加
熱温度（絶対温度）が該材料の融点（絶対温度）に対して３０～７０％の温度範囲であり
、前記二次伸線加工における面積加工率が９９．５％以上、平均伸線速度が１００～８０
０ｍ／分、ダイス前後での張力の差が０．１～５０ＭＰａの範囲であり、前記後熱処理の
加熱温度（絶対温度）が該材料の再結晶温度（絶対温度）に対して３０～７０％の温度範
囲であり、一次伸線及び二次伸線でのダイス出口における引出し角度が３０°以下で製造
されることを特徴とする半導体装置用金ボンディングワイヤの製造方法。
【請求項９】
前記伸線加工に用いる複数のダイスの内、減面率が７％未満、７～１１％、１１～２０％
である３種のダイス群のそれぞれを少なくとも１０％以上は使用することを特徴とする、
請求項８に記載の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法。
【請求項１０】
前記後熱処理において、加熱炉両端の加熱温度Ｔｅ（絶対温度）が、中央部の加熱温度Ｔ
ｍ（絶対温度）に対して、０．０２Ｔｍ　～０．３Ｔｍ　ほど低温である温度分布を持っ
た加熱炉を用いて、ワイヤを連続的に掃引させて熱処理することを特徴とする、請求項８
又は９に記載の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、半導体素子上の電極と外部リードを接続するために利用される半導体装置用ボ
ンディングワイヤ及びその製造法に関する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、半導体素子上の電極と外部端子との間を接続するボンディングワイヤとして、線径
２０～５０μｍ程度で、材質は高純度４Ｎ系（純度＞９９．９９質量％）の金であるボン
ディングワイヤが主として使用されている。ボンディングワイヤの接続技術は、超音波併
用熱圧着方式が一般的であり、汎用ボンディング装置や、ワイヤをその内部に通して接続
に用いるキャピラリ冶具等が必要である。ワイヤ先端をアーク入熱で加熱溶融し、表面張
力によりボールを形成させた後に、１５０～３００℃の範囲内で加熱した半導体素子の電

10

20

30

40

50

(2) JP 3697227 B2 2005.9.21



極上にボール部を圧着接合せしめ、その後で、直接ワイヤを外部リード側に超音波圧着に
よりウェッジ接合させる。トランジスタやＩＣ等の半導体装置として使用するためには、
前記のボンディングワイヤによるボンディングの後に、Ｓｉチップ、ボンディングワイヤ
、及びＳｉチップが取り付けられた部分のリードフレーム等を保護する目的で、エポキシ
樹脂で封止する。これらの部材は、単独の特性を高めることも必要であるが、周辺の部材
との関係及び使用法等の総合的な性能、信頼性を改善することがますます重要となってい
る。
【０００３】
半導体素子の高集積化、薄型化の傾向により、金ボンディングワイヤが満足すべき特性も
多様化しており、例えば、高密度配線及び狭ピッチに対応するため、金ボンディングワイ
ヤの長尺化、細線化あるいは高ループ化、さらに半導体素子の薄型化を可能にすべく低ル
ープ化等が要求されている。
【０００４】
ボンディングワイヤの接合相手となる材質も変化しており、シリコン基板上の配線、電極
材料では、従来のＡｌ合金に加えて、より高集積化に適したＣｕ、Ｃｕ合金が使用され始
めている。こうしたＡｌ合金、Ｃｕ、Ｃｕ合金等の電極部材においても、狭ピッチ化に対
応する小ボール接合が求められており、接合強度、ボール変形、高温接合信頼性等を確保
することがより重要となる。
【０００５】
今後とも、半導体素子の高集積化、高密度化等のニーズに対応するために、金ボンディン
グワイヤ接続のニーズでは、狭ピッチ化、細線化、多ピン・長ワイヤ化、高接合性等の要
求が厳しくなっている。
【０００６】
例えば、高粘性の熱硬化エポキシ樹脂が高速注入される樹脂封止工程では、ワイヤが変形
して隣接ワイヤと接触することが問題となり、しかも、狭ピッチ化、長ワイヤ化、細線化
も進むなかで、樹脂封止時のワイヤ変形（以下、ワイヤ流れと呼ぶ）を少しでも抑えるこ
とが求められている。なかでも、狭ピッチ化のニーズは加速しており、現行量産レベルは
６０μｍピッチであるが、５０μｍピッチの開発も進行しており、さらには、数年前まで
はボール接合の限界とされていた極狭ピッチ４５μｍまで、２～３年後の実用化が期待さ
れている。さらに実装技術に関するロードマップでは、将来的には極々狭ピッチ２０μｍ
を実現する技術が期待され始めている。
【０００７】
半導体パッケージの種類の中でも、狭ピッチ化が先行しているのはＢＧＡ（ Ball Grid Ar
ray）、ＣＳＰ（ Chip Size Package）等である。これらの実装形態では基板、テープが用
いられており、従来のリードフレーム構造に比べて、リード間隔の縮小等の制約が少ない
。基板、テープを用いる場合に留意すべきことは、ボンディング温度が１５０～１７０℃
の範囲の低温領域で接合しなくてはならないことである。これは、リードフレームの場合
に、２１０～３００℃でボンディングされていたのと比較しても、数十℃の低温となる。
従って、低温で狭ピッチ接合を達成することが求められており、低温での拡散の遅延、接
合面積の縮小、キャピラリ先端の微細化等により、ボール接合、ウェッジ接合ともに非常
に厳しい特性、信頼性が求められる。
【０００８】
こうした要求を満足するワイヤの基本特性として、ボンディング工程におけるループ形状
を高精度に制御できること、しかも電極部、リード部への接合性も向上していること、ボ
ンディング以降の実装工程におけるワイヤ変形を抑制できること等、総合的な特性を満足
することが望まれる。
【０００９】
これまで、ボンディングワイヤを高強度化する手段として、複数の合金元素を添加するこ
とが主流であった。現在主流の高純度系金ボンディングワイヤでは、ボール部の酸化や電
気抵抗の上昇等を防ぐために、合金元素の添加は数ｐｐｍ～数十ｐｐｍに制限されており
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、ループ制御性、接合性等は優れているものの、ワイヤ変形の抑制、ボール形成時の熱影
響部（ネック部）の強度等は十分ではなかった。最近、添加量を増やして総計で１％程度
まで添加した高濃度合金ワイヤが、一部のＩＣで使用され始めているが、樹脂封止時のワ
イヤ変形を改善する効果は十分ではなく、リード側への接合性が低下する等の問題が懸念
されている。
【００１０】
高強度化を達成する一つの手法として、芯部と外周部が異なる金属からなる複層ワイヤが
提案されており、例えば、特開昭５６－２１３５４号公報ではＡｇ芯をＡｕ被覆したワイ
ヤについて、特開昭５９－１５５１６１号公報では、芯部を導電性金属とし表面をＡｕメ
ッキしたワイヤ等が、開示されている。これらは、芯部と外周部で異なる金属を組み合わ
せることにより、全ての汎用製品がその範疇に入る単一部材で構成されているワイヤより
も、高強度化と高接合性を満足させることが期待されている。しかしながら、実際の半導
体において複層ワイヤを使用した実例は殆ど報告されていないのが実状である。
【００１１】
従って、今後の高密度実装のニーズに適応するためにも、ワイヤは個別の要求特性のみを
満足するのではなく、総合的に特性を向上する材料開発が求められる。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
隣接電極間が４５μｍ以下の狭ピッチ接合に対応するためのワイヤは、従来から取り組ま
れてきた課題である高強度・高弾性、ループ制御性、ワイヤ流れ抑制をより改善しつつ、
新たな技術課題であるウェッジ接合性、リーニング性等を同時に満足することが求められ
る。
【００１３】
狭ピッチ接続を実現するためのワイヤでは、上記の金合金化、金代替の材料、複層ワイヤ
等の手法が検討されてきた。それぞれの手法で、量産レベルで狭ピッチ接続を実現するた
めの問題を下述する。
【００１４】
金中への合金元素添加により、固溶硬化、析出硬化、化合物形成の硬化、転位との相互作
用等を利用することで、従来のワイヤに求められた高強度化をある程度達成することがで
きる。しかし、単純に合金元素添加しただけでは、高強度化、高弾性率に限界があり、樹
脂封止時のワイヤ変形の抑制が困難である。成分だけにより高強度化を達成しようとすれ
ば、ボール形成時の引け巣の発生、ボール部の接合性の低下、電気抵抗の過剰増加等の問
題が懸念される。
【００１５】
さらに、単純に高強度化だけを優先したワイヤでは、狭ピッチ化等の高密度接続において
ウェッジ接合部における変形性、接合強度、長期信頼性等を十分満足することは困難であ
る。ウェッジ接合性は従来の７０μｍ以上のピッチでは問題となることは少なかったが、
今後の狭ピッチ接続では、ウェッジ接合性を改善することがより重要となる。
【００１６】
ウェッジ接合性の問題を誘発する要因について、ワイヤの細線化、キャピラリ先端の微細
化により接合面積が大幅に減少すること、狭ピッチ接続が使用されるのは主に基板、テー
プ等に接続するため接合温度が低いこと、等が挙げられる。すなわち、ウェッジ接合性の
問題は、従来は十分に取組まれておらず、狭ピッチ化を実現する新規課題として取り組ま
なくてはならない。
【００１７】
ウェッジ接合では、ワイヤが高速で大変形を受ける複雑な挙動であること、接合相手に合
わせた良好な接合強度が確保されること、さらに、ウェッジ接合の後の狭ピッチ用の小ボ
ールを形成する過程で、ワイヤの切断する形状を安定化させること等、ボール部の変形と
も著しく異なり、特殊な接合構造を形成している。これまで、こうした現象を考慮しなく
てもウェッジ接合性が確保できたため、ウェッジ接合性を改善するためのワイヤ材料因子
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は殆ど明らかにされておらず、ウェッジ接合性を高めたワイヤ製品等の実例は殆ど報告さ
れていない。むしろ、高強度化されたワイヤでは、一般的に低温でのウェッジ接合性が低
下することがしばしば指摘されている。例えば、高濃度添加等によりワイヤを高強度化し
ただけでは、ウェッジ接合性を確保するための作業マージンが低下する原因となる。狭ピ
ッチ化に対応するために、高強度細線化して、且つ、ウェッジ接合性を改善することが重
要な技術課題となる。
【００１８】
さらにウェッジ接合部では、接合性に加え、使用時の信頼性の改善も必要である。シリコ
ンチップ、金属フレーム、ボンディングワイヤ、それらを覆う封止樹脂等は熱膨張、弾性
率等が異なるため熱歪みを発生しやすい。リフロー時、使用時の発熱、冷却等の温度サイ
クルを経る過程で、ウェッジ接合部に熱歪みが集中して破断に至ることが懸念されている
。細線化、ウェッジ接合の微細化等により、ワイヤ側からの耐熱疲労性が問題となること
が懸念されており、さらに、最近のＰｂフリー半田の使用に伴い、リフロー温度が高温化
することで、熱疲労が加速される傾向にある。ウェッジ接合の信頼性を改善するためのワ
イヤ材料因子は殆ど明らかにされていない。大変形された複雑な構造をしたウェッジ接合
部の、耐疲労性等の使用時の信頼性は、これまでのワイヤの要求特性であるループ制御、
封止時のワイヤ変形、接合性等とは大きく異なるため、従来の成分、濃度等の材料設計だ
けで対応することは困難である。
【００１９】
従来の封止技術を用いて、ワイヤ流れ量が５％以上の比較的大きい場合には、ワイヤ変形
は塑性領域が主であったため、ワイヤの強度増加がワイヤ流れの抑制には有効であった。
一方、最近の樹脂封止技術の進展等により、ワイヤ流れは弾性変形に支配されるようにな
り始めており、従来以上に弾性率の増加が重要となる。しかし、金合金ワイヤの弾性率を
８８ＭＰａ以上まで増加するには、合金元素の固溶、析出等の作用だけでは困難である。
【００２０】
ボール接合に用いられる金ボンディングワイヤでは、ワイヤ素材中に添加した合金化元素
の固溶、析出、化合物形成等の利用に頼った、これまでの添加元素の種類及び濃度を選定
する手法では、極狭ピッチ接続の量産技術への対応は非常に困難である。
【００２１】
また、前述した、芯線と外周部で構成される複層ワイヤは、芯線と外周部で異なる特性を
併せ持つ可能性がある等、潜在的な特性は期待されている。しかし、複層ワイヤの製法は
複雑であるため、工程の増加、新規設備等により製造コストが増加すること、均質化、特
性の安定化等の品質管理が非常に困難であること等、量産性の問題は解決されていない。
複層ワイヤでは、特定の特性改善は比較的容易であるが、狭ピッチ接続に求められる複雑
なワイヤ要求特性を総合的に満足するまでには到っておらず、実用化のための解決すべき
課題が残されている。
【００２２】
さらに、４０μｍピッチ以下では、従来は殆ど問題にされなかった、ボール直立部のリー
ニング等が新たな課題である。多ピン・狭ピッチでは、一つのＩＣ内の実装で、ワイヤ長
、ループ高さが異なるワイヤ接続が混載することが行われている。これは、チップ内では
同一のループ形状が用いられていた、従来の実装と異なり、ループ制御に関する問題が発
生しやすい。最近最も懸念されている問題は、ボール接合近傍のワイヤ直立部が倒れて、
隣接ワイヤの間隔が接近することである。この現象はリーニングと呼ばれており、狭ピッ
チ接続の量産性を低下させる大きな要因となっている。
【００２３】
ボール直立部のリーニングの対策として、ワイヤを単純に高強度化・高弾性率化したり、
反対に低強度化しても、改善することは困難である。また、ボンディングワイヤに関連す
る機械的特性で頻繁に用いられる破断伸びを増減しても、リーニングの低減等で、殆ど効
果は得られない。これは、ボール直立部ではボール溶融時の熱影響、ループ形成時の変形
歪み等を受けており、ワイヤ母線そのものとは異なる特性に支配されており、機械的特性
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に基づいた従来の改善では限界が生じているためと考えられる。リーニングを制御する因
子は、これまで殆ど明らかにされておらず、新たな指標に基づいたワイヤ材料開発に取り
組まなくてはならない。
【００２４】
従って、金合金化、金代替の材料、複層ワイヤのいずれでも、狭ピッチ接続の要求特性を
全て満足することは困難である。狭ピッチ化、細線化、長ワイヤ化、低温接合に優れた高
強度、高弾性を有し、しかも接合性、接合信頼性、ループ制御も向上するという、相反す
る特性を同時に満足でき、最新のリーニングにも対応できること、低コスト化に対応でき
ること、電気抵抗の増加を極力抑えること、等を総合的に満足することが求められる。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
本発明者等は前述した観点から、狭ピッチ接続を実現するための高強度・高弾性、ウェッ
ジ接合性、ワイヤ流れ抑制等を改善させ、さらに、ボール直立部のリーニングを改善する
こと等を目的に研究開発に取り組んだ結果、ワイヤの集合組織の制御が重要且つ有効であ
ることを初めて見出した。
【００２６】
すなわち、前述した目的を達成するための本発明の要旨は次の通りである。
（１）ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとし
て、該ワイヤの中心からＲ／２までの部分を中心部、その外側を外周部としたとき、中心
部におけるワイヤ長手方向の結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対す
る［１１１］方位を有する結晶粒の面積の割合Ｒｃと、外周部におけるワイヤ長手方向の
結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結
晶粒の面積の割合Ｒｓについて、両者の差分比率の絶対値｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（
％）が３０％以上であることを特徴とする半導体装置用金ボンディングワイヤ。
（２）ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤ長手方向の結晶
方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒
の面積の割合Ｒａが１．０以上であることを特徴とする、請求項１に記載の半導体装置用
金ボンディングワイヤ。
（３）ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとし
て、該ワイヤの中心からＲ／３までの部分を芯部としたとき、芯部におけるワイヤ長手方
向の結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有す
る結晶粒の面積の割合Ｒｄが０．１～０．８の範囲であることを特徴とする、（１）又は
（２）に記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。
（４）ボンディングワイヤの外周部におけるワイヤ長手方向の結晶方位の内、［１００］
方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒の面積の割合Ｒｓが１
．２以上であることを特徴とする、（１）～（３）のいずれかに記載の半導体装置用金ボ
ンディングワイヤ。
（５）ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲとし
て、該ワイヤの表面からＲ／５までの部分を最表面部としたとき、最表面部におけるワイ
ヤ長手方向の結晶方位の内、［１００］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方
位を有する結晶粒の面積の割合Ｒｔが１．０以下であることを特徴とする、（１）～（４
）のいずれかに記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。
（６）前記結晶粒の［１１１］方位及び［１００］方位が、ボンディングワイヤの長手方
向に対し、１０°以内の傾きを有する（１）～（５）のいずれかに記載の半導体装置用金
ボンディングワイヤ。
（７）前記ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒数が、０．０４～４個／μｍ 2で
ある（１）～（６）のいずれかに記載の半導体装置用金ボンディングワイヤ。
【００２７】
（８）圧延加工、一次伸線加工、前熱処理、二次伸線加工、後熱処理の順でそれぞれ少な
くとも１回組み合わせた工程で、鋳造材からボンディングワイヤを製造する方法であって
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、前記圧延加工、一次伸線加工におけるそれぞれの面積加工率が９５％以上、前記前熱処
理の加熱温度（絶対温度）が該材料の融点（絶対温度）に対して３０～７０％の温度範囲
であり、前記二次伸線加工における面積加工率が９９．５％以上、平均伸線速度が１００
～８００ｍ／分、ダイス前後での張力の差が０．１～５０ＭＰａの範囲であり、前記後熱
処理の加熱温度（絶対温度）が該材料の再結晶温度（絶対温度）に対して３０～７０％の
温度範囲であり、一次伸線及び二次伸線でのダイス出口における引出し角度が３０°以下
で製造されることを特徴とする半導体装置用金ボンディングワイヤの製造方法。
（９）前記伸線加工に用いる複数のダイスの内、減面率が７％未満、７～１１％、１１～
２０％である３種のダイス群のそれぞれを少なくとも１０％以上は使用することを特徴と
する、（８）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法。
（１０）前記後熱処理において、加熱炉両端の加熱温度Ｔｅ（絶対温度）が、中央部の加
熱温度Ｔｍ（絶対温度）に対して、０．０２Ｔｍ　～０．３Ｔｍ　ほど低温である温度分
布を持った加熱炉を用いて、ワイヤを連続的に掃引させて熱処理することを特徴とする、
（８）又は（９）に記載の半導体装置用ボンディングワイヤの製造方法。
【００２８】
【発明の実施の形態】
これまで殆ど知られていなかった、金ボンディングワイヤの集合組織と狭ピッチワイヤ接
合性の関係に注目し、特定の結晶方位の比率及び、ワイヤ内部での結晶方位の分布等を制
御することにより、高強度・高弾性、ループ制御性、ワイヤ流れ抑制等、個々の特性を向
上することに加え、これら両立が困難とされている特性群の総合的な改善、さらに、狭ピ
ッチ接続に特有の課題である、ウェッジ接合性、ウェッジ接合部の信頼性、ボール直立部
のリーニングの低減、等を達成できることを初めて見出した。
【００２９】
以下に、本発明に係わる半導体装置用金ボンディングワイヤ及びその製造法について説明
する。
【００３０】
ボンディングワイヤは、ワイヤ長手方向に延びた繊維状集合組織を有しており、そのワイ
ヤの長手方向断面の結晶粒組織に着目し、ワイヤの半径をＲとして、該ワイヤの中心から
Ｒ／２までの部分を中心部、その外側を外周部と分類したときに、中心部における［１０
０］方位を有する結晶粒の面積に対する［１１１］方位を有する結晶粒の面積の割合（以
下では、［１１１］／［１００］の面積割合と略記）をＲｃとし、外周部における［１１
１］／［１００］の面積割合をＲｓとして、両者の差分比率の絶対値｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜
×１００（％）が３０％以上であることで、接続が低温化、狭ピッチ化したときのウェッ
ジ接合性を向上する効果を高めることができる。特に、この集合組織の方位制御では、高
強度・高弾性化も改善しつつ、同時に、ウェッジ接合部の変形性、接合強度も達成するこ
とが特徴であり、従来の元素添加に頼った材料設計では、このような効果は達成困難であ
った。
【００３１】
これにより、５０μｍ以下の極狭ピッチに必要な線径２０μｍ以下の極細ワイヤを使用し
ても、樹脂封止時のワイヤ流れを従来材に比して１割以上低減することができ、さらに、
接合温度も３０℃以上下げても連続接合性を十分確保できるため、樹脂基板、テープ等を
過剰な高温に曝すことを防ぐことでき、総合的な生産性、信頼性を大幅に改善することが
可能となる。
【００３２】
結晶方位の配向の影響について、簡単に説明する。［１１１］方位への配向を増やすこと
で、引張強度に加えて、降伏強度を増加する効果を高めることができるが、それだけでは
、低温での狭ピッチ接合性を確保することが困難な場合が生じる。そこで、［１００］方
位への配向も利用して、ウェッジ接合時のワイヤ変形、テイル部のカット、アーク放電に
よるボール形成等も改善しようとしている。
【００３３】
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結晶粒の［１１１］方位と［１００］方位の配向を制御することは、ワイヤ長が増加した
場合に、樹脂封止時のワイヤの塑性変形を抑制するのに有効作用する。従来、強度を高め
るには、ワイヤ中の合金化元素の添加量を増やすことである程度まで対応できたが、高濃
度添加することで、ワイヤの電気抵抗が増加することが常に問題とされていた。今後のＩ
Ｃの高周波対応化が必須であり、ワイヤの電気抵抗の増加は半導体機能を低下させる原因
ともなる。それに対し、結晶粒の［１１１］方位と［１００］方位の配向を制御したワイ
ヤでは、電気抵抗を増加させることなく、強度を高めることが可能であり、ＡＳＩＣ等の
高機能ＬＳＩへの適用も含めて、大きな利点となる。
【００３４】
また、［１１１］方位だけでなく［１００］方位の配向性も合わせてコントロールするた
めに、［１１１］／［１００］の面積割合に着目したワイヤ組織の制御は、ウェッジ接合
性、ループ制御、高強度細線化等を総合的管理することに有効である。すなわち、［１１
１］／［１００］の面積割合を制御することで、高強度化、高弾性率化を促進することが
でき、従来の高濃度の元素添加による高強度化では問題となっていたボール形成性につい
ても、良好な特性を同時に達成できる。例えば、安定形成が困難とされていた、ボール径
／ワイヤ径の比率が１．２～１．６倍の小ボール形成でも、真球性は良好であり、狭ピッ
チ接続に有利である。これは、［１１１］方位と［１００］方位の結晶粒の制御が、ウェ
ッジ接合後のワイヤ破断性状への影響、またボール部の凝固時の組織形成にも影響を及ぼ
すこと等が関与しているためと考えられる。
【００３５】
こうした、［１１１］／［１００］の面積割合についてワイヤ中心部と外周部で差異を生
じさせる組織制御を行うことで、これまでのワイヤ材料では困難とされていた、高強度化
と高接合性という相反する要求特性を同時に向上する効果を高めることができる。外周部
の［１１１］／［１００］の面積割合を高めることで、高強度化、高弾性率化を促進して
、樹脂流れを抑制することができ、一方で、中心部における［１１１］／［１００］の面
積割合の増加を抑えることで、ウェッジ接合時の接合強度、ワイヤ破断形状の安定化を助
長すること等が寄与していると考えられる。すなわち、ワイヤの組織を均一に制御するだ
けでは不十分であり、むしろ、ワイヤの中心部と外周部の組織の違いを積極的に利用する
ことが重要であることを見出した。
【００３６】
中心部、外周部における［１１１］／［１００］の面積割合であるＲｃ、Ｒｓの差分比率
の絶対値｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）を３０％以上の範囲とした理由について、３
０％未満では、高強度化と高接合性の一方をある程度満足することはできても、両者を同
時に改善することは困難であるためである。また、上記差分比率の上限について特に制限
はないが、９０％未満であれば、安定製造が比較的容易である。
【００３７】
好ましくは、Ｒｃ、Ｒｓの差分比率が４０％以上であることがより望ましい。これは、４
０％以上であれば、基板、テープ等の軟質材上の電極へのウェッジ接合性をより一層向上
することにも有効であるためである。より好ましくは、該差分比率が５０％以上であれば
、１６０℃以下の低温でのウェッジ接合性を向上する高い効果が得られるため、ＢＧＡ、
ＣＳＰ等、最新の接続形態への適応性を高めることができるためである。
【００３８】
上述した差分比率（１－Ｒｃ／Ｒｓ）×１００（％）の絶対値が上記の範囲であれば、良
好な特性が得られるが、さらにその値の正負により、一部の使用性能に若干の差異が認め
られる。（１－Ｒｃ／Ｒｓ）×１００（％）＜－３０％の場合は、中心部のＲｃが相対的
に高いことから、極細線の低温接合にはより有利であり、一方、（１－Ｒｃ／Ｒｓ）×１
００（％）＞３０％の場合には、外周部のＲｓが高いことから、樹脂流れを抑制する高い
効果が得られる。
【００３９】
さらに、ワイヤの領域を区分する境界について、ワイヤ中心から半径Ｒの１／３であるＲ
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／３までの領域を芯部、その外側である表面から２Ｒ／３までの領域を表層部とし、それ
ぞれ芯部と表層部における　［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｄ、Ｒｆとしたとき、
それらの差分比率の絶対値｜１－Ｒｄ／Ｒｆ｜×１００（％）が３０％以上とすることが
、より望ましい。これは、表面から２Ｒ／３を表層部と、残りのＲ／３を芯部と区分する
ことで、前述した外周部に相当する部位がより厚くなり、ワイヤ流れを抑制する効果をよ
り一層高めることができるためと考えられる。
【００４０】
ワイヤの長手方向断面におけるワイヤ長手方向の結晶方位のうち、ワイヤの半径／２を境
界に中心部と外周部に区別し、中心部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃと
、外周部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｓとの差分比率の絶対値｜１－Ｒ
ｃ／Ｒｓ｜×１００（％）が３０％以上であり、さらに、ワイヤの長手方向断面の全体で
平均した［１１１］／［１００］の面積割合Ｒａが１．０以上であるボンディングワイヤ
では、高強度化と高接合性とを同時に満足しつつ、なかでも、ワイヤの直線性を向上させ
、さらに、ワイヤ流れを抑制する効果をより一層高めることで、極細線の狭ピッチ接続に
対応することができる。
【００４１】
これは、ワイヤ中心部と外周部に分けた組織制御に加えて、ワイヤ断面全体の結晶配向性
について、［１００］方位よりも［１１１］方位の比率を高めることで、曲げ剛性、降伏
強度を高める効果を利用している。
【００４２】
ボンディングワイヤのループ形成では、複雑なループ軌跡、ワイヤを挟みこむクランプ開
閉及び、エア流の張力によるワイヤ繰出しの調整等の多くのプロセスの総合結果として、
規則的なループ形状を形成することが可能である。従って、ワイヤの弾性変形及び塑性変
形をコントロールすることが必要である。この複雑なループ形成を経た後でも、ワイヤの
直線性を安定的に確保するには、ワイヤ断面全体で平均した［１１１］／［１００］の面
積割合Ｒａを増加させて、曲げ剛性、降伏強度を高めることが有効である。さらに、こう
した曲げ剛性、降伏強度を高めることで、封止時に樹脂が高速流動してワイヤに加わる荷
重が大きい場合に、ワイヤは弾性変形と塑性変形ともに抑制することで、ワイヤ流れをよ
り低減することができる。
【００４３】
ワイヤ断面全体で平均した［１１１］／［１００］の面積割合Ｒａを１．０以上とした理
由は、Ｒａが１．０未満では曲げ剛性、降伏強度を同時に高める効果があまり得られない
ためであり、Ｒａが１．０以上であれば、弾性率、曲げ剛性を増加させることで、線径１
８μｍ以下のワイヤを使用しても、ワイヤの直線性を向上させ、さらに、ワイヤ流れも流
れを低減し、４０μｍ以下の狭ピッチ接続への適用性をより一層高められるためである。
好ましくは、このＲａが１．２以上であることがより望ましい。これは、１．２以上であ
れば、狭ピッチ接続に必要な台形ループ、段差ループ等の複雑なループ形状における湾曲
部、曲折部の制御性と、ループの直線性とを同時に向上することが確認できたためである
。
【００４４】
さらに、ワイヤの長手方向断面におけるワイヤ長手方向の結晶方位の内、該ワイヤの中心
からＲ／３までの部分を芯部とし、芯部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｄ
が０．１～０．８の範囲であるボンディングワイヤでは、高強度化、ウェッジ接合性とを
同時に満足しつつ、さらに、ウェッジ接合部における疲労特性を向上して信頼性を高める
効果を得ることができる。これにより、２０μｍ以下の細線ワイヤと微細加工キャピラリ
を使用しても、ウェッジ接合性を十分確保することが可能となり、狭ピッチ接続の量産性
を高められる。さらに、今後期待されているＰｂフリー半田を使用した場合に、リフロー
温度の高温化に伴うウェッジ接合部でのクラック、破断等の不良発生を大幅に軽減するこ
とで、Ｐｂフリー半田の実用化を促進して、環境問題にも対応できる半導体パッケージ技
術に利用することができる。
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【００４５】
大変形された複雑な構造をしたウェッジ接合部における、耐疲労性等の使用時の信頼性に
ついては、前述したように、これまでも殆ど報告されておらず、信頼性を改善するための
ワイヤ材料因子は殆ど明らかにされていなかった。信頼性を左右する挙動について、リフ
ロー時、使用時の発熱、冷却等の温度サイクルを経る過程で、シリコンチップ、金属フレ
ーム、ボンディングワイヤ、封止樹脂等の熱膨張、弾性率が異なる部材構成であるため、
ウェッジ接合部に熱歪みが集中して破断に至ることが想定される。大変形されたウェッジ
接合部でのストレスを緩和するためには、この部位の疲労特性を向上することが必要であ
る。そこで本発明者らは、ウェッジ接合部の信頼性を向上する組織制御に初めて着目した
。
【００４６】
すなわち、ワイヤ芯部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｄを低減して、［１
１１］方位よりも［１００］方位の比率を高めることで、ウェッジ接合部の疲労特性を向
上しつつ、外周部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｓを中心部の面積割合Ｒ
ｃよりも３０％以上高くすることで、高強度化と高ウェッジ接合性も十分確保して、狭ピ
ッチ接合の信頼性を総合的に高めることができる。従来の材料設計の延長では、ワイヤ物
性の一つである高温伸びを増加させて、疲労特性を高めることが少し期待できるものの、
一方で、ワイヤ強度の低下が避けられず、細線のループ制御が難しく、ワイヤ流れも増大
するために、狭ピッチ接続に対応することは困難となる。これに対し、上述した、ワイヤ
芯部での［１００］方位の結晶粒の分布をうまく利用することは、そうした弊害も殆どな
く、総合的な改善が可能となる。ワイヤ芯部の領域について、ワイヤ中心からＲ／２まで
中心部よりもさらに深部に相当する、中心からＲ／３までの領域（これを芯部と呼ぶ）の
［１００］方位の組織を活用することで、高強度化を損なうことなく、ウェッジ接合部の
信頼性を向上する効果が一層高めることができる。
【００４７】
芯部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｄを０．１～０．８の範囲とした理由
は、Ｒｄが０．１未満では、１５μｍ以下の極細線での強度を確保することが難しくなる
ためであり、また、０．８超であれば、ウェッジ接合部の疲労特性を高める効果が軽減す
るためである。
【００４８】
また、前述したＲｃ、Ｒｓ、Ｒｄ、Ｒａのパラメータを同時に適正化させる場合として、
中心部と外周部での面積比率Ｒｃ、Ｒｓとの差分比である｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（
％）が３０％以上であり、芯部での比率Ｒｄが０．１～０．８の範囲であり、ワイヤ断面
全体で平均した［１１１］／［１００］の面積割合Ｒａが１．０以上であることで、それ
ぞれの組織制御により期待される、高強度化とウェッジ接合性の向上、曲げ剛性、降伏強
度の増加によるワイヤ流れの低減等の効果に加えて、さらに複合作用として、１ｍｍ長以
下の短スパンにおけるウェッジ接合部近傍の引張強度を高められることを確認した。
【００４９】
ＢＧＡ基板又はテープを用いた狭ピッチ接続では、一つのパッケージ内にワイヤの長短異
なるループを形成する場合が多い。チップ面とウェッジ接合面との高低差があり、しかも
スパンが短い場合には、ウェッジ接合部近傍におけるワイヤと接合面との間の挿入角度も
比較的大きいことから、ウェッジ接合部あるいは試料搬送時に亀裂が生じたり、またプル
試験を実施すると、通常は起らないウェッジ接合部での破断が生じる。そこでＲｃ、Ｒｓ
、Ｒｄ、Ｒａのパラメータを前述した範囲で制御することにより、短スパンのウェッジ接
合における作業マージンの拡大を比較容易に達成することが可能となる。
【００５０】
さらに、外周部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｓが１．２以上であるボン
ディングワイヤでは、高強度化、ウェッジ接合性とを同時に満足しつつ、さらに、リーニ
ング性を改善できる効果を得ることができる。次に、リーニング性への影響について説明
する。
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【００５１】
ボール接合近傍の直立部におけるワイヤ倒れであるリーニング性について、５０μｍ以下
の狭ピッチ接続で問題となる。前述した直線性は、ループ全体の平均的な直線度を表して
いるのに比して、該リーニング性とは、ボール接合の直上部近傍の局所域での直線度に相
当する。具体的には、隣接ワイヤ間隔が最も狭いボール接合近傍で、しかも、垂直方向で
の湾曲、曲折等が最も激しい領域に相当する。この部位でのワイヤ倒れであるリーニング
性を抑えることが、狭ピッチ接続の量産段階での重要課題の一つとなっている。
【００５２】
リーニング性を改善するには、ボール接合近傍での湾曲、曲折等による相当の変形歪みを
受けても、横方向への倒れを防止することが求められる。機械的特性に基づいた従来手法
だけでは、リーニング性を改善することは困難である。また、ワイヤ断面内の平均的な結
晶方位の管理だけでも、リーニング性を十分に満足することは難しい。それに対し、ワイ
ヤ断面での結晶方位の分布をコントロールすることがリーニング性の改善に有効であるこ
とを見出した。
【００５３】
すなわち、ワイヤ中心部と外周部での［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃ、Ｒｓの差
異を絶対値で３０％以上生じさせ、しかも外周部での［１１１］／［１００］の面積割合
Ｒｓを１．２以上に高めることが、リーニング性の改善に有効である。中心部の［１１１
］／［１００］の面積割合を相対的に低減する効果で、ループ形成時における局所的な湾
曲、曲折等が比較的容易となり、さらに、外周部での［１１１］／［１００］の面積割合
を高めることでボール直上部の倒れを防止する効果等が作用して、リーニング性が改善す
ると考えられる。またボール直上部は、ボール溶融時の熱影響により再結晶が起こり、一
般に強度が最も低下している領域である。この部位の改質にも、ワイヤ母線の外周部にお
ける［１１１］／［１００］の面積割合を高めて、熱影響による強度低下を軽減させるこ
とも、リーニング性の向上を助長する要因の一つと考えられる。
【００５４】
ここで、外周部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｓを１．２以上の範囲とし
た理由は、Ｒｓが１．２未満では、リーニング性を改善する十分な効果を得ることが難し
いためである。好ましくは、このＲｓが１．５以上であることがより望ましい。これは、
狭ピッチ接続でループ高さを高くしたときにリーニング問題の発生頻度が多くなる問題に
対し、Ｒｓを１．５以上にすることで、ループ高さが３００μｍを超す高ループでもリー
ニング性を向上する効果を十分得ることができるためである。
【００５５】
また、ワイヤ中心部と外周部での［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃ、Ｒｓの差分比
率の絶対値を３０％以上生じさせ、しかも外周部での［１１１］／［１００］の面積割合
Ｒｓを１．２以上に高め、さらに、Ｒ／３より内部に相当する芯部での比率Ｒｄを０．１
～０．８の範囲とすることにより、これまで対応が困難とされていた、逆段差ボンディン
グ時のワイヤ曲がりを低減することができ、積層チップ接続の量産実用を促進することも
可能である。
【００５６】
逆段差ボンディングでは、ウェッジ接合部がボール接合部よりも高い位置にあり、通常の
ボンディングと比較して、ボール接合近傍のワイヤ直立部の長さが数倍長く、塑性変形の
部位も異なる特殊な構造であり、ワイヤの曲がり、倒れ等の不良発生頻度が高いことが問
題であった。不良の原因は、上述したリーニングと類似している。そこで、ワイヤの内部
近傍、外周部、表層域近傍で、上述した、［１００］方位と［１１１］方位の関係を満足
するように組織制御することで、ワイヤの曲がり、倒れ等を低減し、逆段差ボンディング
の生産性も向上することができる。
【００５７】
細線による狭ピッチ接続では、キャピラリ内壁でワイヤが削れることで、ワイヤ表面に傷
が生じたり、キャピラリ内部の詰まり不良が発生しやすくなる。ワイヤの最表面の領域に
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おける組織制御により、これを改善することができることを見出した。
【００５８】
すなわち、ボンディングワイヤの長手方向断面の結晶粒組織において、ワイヤの半径をＲ
として、該ワイヤの表面からＲ／５までの部分を最表面部としたとき、最表面部にけるワ
イヤ長手方向の結晶方位の内、［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｔが１．０以下であ
ることにより、ワイヤ表面の傷や削れを低減したり、あるいは、キャピラリの詰まり不良
を抑えて、キャピラリの連続使用回数を延ばすことができる。
【００５９】
ここで、ワイヤ表面からＲ／５までの最表面部における［１１１］／［１００］の面積割
合Ｒｔを１．０以下の範囲とした理由は、キャピラリ内壁とワイヤ表面との摩擦、摺動性
等を支配するのは主としてワイヤ表面からＲ／５までの領域であるためであり、また、そ
の領域のＲｔが１．０超では、摩擦、摺動性等が悪化することで、ワイヤ表面の傷やキャ
ピラリ詰まりを改善する十分な効果を得ることが難しいためである。好ましくは、Ｒｔが
０．８以下の範囲であることがより望ましい。これは、狭ピッチ接続で多用される可能性
のある、キャピラリの穴径とワイヤ径との寸法差が４μｍ以下となる場合に、上記のワイ
ヤ表面傷や、キャピラリ詰まり等の不良発生頻度が上昇するのに対し、Ｒｔを０．８以下
の範囲とすることで、こうした傷発生、キャピラリ詰まり等を改善するより高い効果を得
ることができるためである。
【００６０】
本発明における結晶方位は、ワイヤの長手方向に対する結晶方位の角度差が１０°以内の
ものを含むことが好ましい。通常、ある方位の結晶方位に着目しても、個々の結晶はある
程度の角度差を有しており、また、サンプルの準備、結晶方位の測定法等の実験法によっ
ても若干の角度差が生じる。ここで、角度差の範囲が１０°以内であれば、それぞれの結
晶方位の特性を有しており、ボンディングワイヤの諸特性に及ぼす影響度も有効に利用で
きるためであり、結晶方位の角度差が１０°を超えると、ワイヤ特性への影響に差異が生
じることが懸念されるためである。
【００６１】
多ピン・狭ピッチ化の動向に対応するために、ワイヤ長、ループ高さが異なるワイヤ接続
を一つのＩＣ内に混載させる場合が増えており、それに伴い、ループ高さのバラツキに起
因する問題が増えている。例えば、ループ形状が常に安定して得られるのであれば、隣接
ワイヤが交互にループ高さを変えることで、ワイヤが接触する危険性を低減することも可
能であるものの、現状のワイヤでは、精度良くループ高さを制御することに限界がある。
ワイヤ長が３ｍｍ程度までで短かった従来の実装構造では、ループ高さはボール部近傍の
熱影響部長さに支配されているため、比較的ループ高さの制御が可能であった。それに比
して、最近の多ピン狭ピッチ接続では、ワイヤ長が５ｍｍ超等長くなり、ループ高さも広
い高低範囲での使用が求められており、ループ高さのばらつきを低減することは非常に重
要となっている。
【００６２】
このループ高さのばらつきを低減するには、ワイヤの組織制御が必要であり、しかも、上
述した［１１１］方位あるいは［１００］方位等の結晶方位の制御に加えて、単位面積当
りの結晶粒数も大きく関与していることを見出した。すなわち、ワイヤ中心部と外周部で
の［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃ、Ｒｓの差異を絶対値で３０％以上生じさせ、
しかもワイヤの長手方向に垂直断面の結晶粒数が、０．０４～４個／μｍ 2とすることで
、高強度であり、ワイヤ長が５ｍｍ超の場合にもループ高さのばらつきを低減して、ルー
プ制御性の良好な特性が得られることを確認した。ここで上記の結晶粒数の範囲の理由は
、結晶粒数が０．０４個／μｍ 2未満では、隣接する結晶粒の方向差が大きい場合にルー
プ形状のばらつきを誘発する原因となるためであり、また４個／μｍ 2超の超微細な結晶
粒を、通常のボンディングワイヤ製造工程でワイヤ全体に均一して実現することが困難な
ためである。
【００６３】
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ボンディングワイヤの集合組織に関して、これまで知られておらず、報告例も見られなか
った。種々の金属における集合組織は、圧延材、引抜細線等で知られているものの、金属
の加工法、成分と集合組織の関係や、集合組織と部材使用性能との関係に関しては、統一
的な見解は得られていない。集合組織を測定する従来法では、Ｘ線回折、ＴＥＭによる電
子線回折等が用いられていたが、ボンディングワイヤのように、２５μｍ径程度の微細線
で、比較的軟質の金属線における集合組織の測定は困難であった。
【００６４】
解析技術の進歩は目覚ましく、測定エリアを微小に絞ることができる微小領域Ｘ線、最近
開発された後方電子散乱図形（ Electron Back scattering Pattern、以降ＥＢＳＰ）法等
は、微細試料の集合組織の測定に非常に有効な測定手段である。なかでも、ＥＢＳＰ測定
により、ボンディングワイヤのような細線でも、その研磨断面の集合組織を精度良く、し
かも比較的容易に測定できるようになった。このような最新の解析技術を利用することで
初めて、ボンディングワイヤの微細組織に関して、一つ一つの微細結晶粒の結晶方位、断
面全体での結晶方位の分布等を、高精度に再現良く測定できることを確認した。ただし、
単純にワイヤの表面あるいは研磨断面についてＥＢＳＰ測定又はＸ線測定を実施しても、
正確な情報が得られるとは限らない。試料作製、装置操作等、多くの実験条件を適正化す
ることではじめて精度の高い方位解析が可能となることを留意しておく必要がある。
【００６５】
また、ＥＢＳＰ測定では個別の結晶粒の方位を観察し、その結晶粒の面積を求めることが
可能であるが、Ｘ線回折を用いた場合には、Ｘ線の強度が面積を反映する特性として得ら
れる。すなわち、前述した、［１１１］方位あるいは［１００］方位を有する結晶粒の面
積に関する比率は、それぞれの結晶方位のＸ線強度の比で表すことが可能である。
【００６６】
従って、ボンディングワイヤの長手方向で測定したＸ線強度において、［１００］方位を
有する結晶粒のＸ線強度に対する［１１１］方位を有する結晶粒のＸ線強度の割合が１．
２以上であることにより、強度、弾性率を高めることができ、樹脂封止時のワイヤ流れを
低減することが可能である。また、それ以外の本発明に関する｛１１１｝方位あるいは［
１００］方位を有する結晶粒の面積比の関係についても、それぞれの結晶方位のＸ線強度
の比で表現することができる。
【００６７】
結晶方位を制御する手段は、製造技術と合金化成分とに大別され、それぞれについて、下
記に説明する。
【００６８】
本発明の金ボンディングワイヤの組織制御のためには、圧延加工、一次伸線加工、前熱処
理、二次伸線加工、後熱処理の順でそれぞれ少なくとも１回組み合わせた工程で、鋳造材
からボンディングワイヤを製造する方法であって、前記圧延加工、一次伸線加工における
それぞれ面積加工率が９５％以上、前記前熱処理の加熱温度（絶対温度）が該材料の融点
（絶対温度）に対して３０～７０％の温度範囲であり、前記二次伸線加工における面積加
工率が９９．５％以上、平均伸線速度が１００～８００ｍ／分、ダイス前後での張力の差
が０．１～５０ＭＰａの範囲であり、前記後熱処理の加熱温度（絶対温度）が該材料の再
結晶温度（絶対温度）に対して３０～７０％の温度範囲であり、一次伸線及び二次伸線で
のダイス出口における引出し角度が３０°以下で製造されるものである。こうした条件の
範囲内で選定することにより、本発明で規定したワイヤ長手方向での［１１１］方位及び
［１００］方位の結晶粒に調整することが可能となる。
【００６９】
ここでの圧延加工について、丸型溝ロールあるいは角型溝ロールを用いた圧延、スエージ
ング圧延等を使用することができ、また一部には大型ダイス伸線等も含めることも可能で
ある。圧延加工における面積加工率とは、圧延前、圧延後のワイヤの平均直径をそれぞれ
Ｄｆ、Ｄｇとすると、｛１－（Ｄｇ／Ｄｆ） 2｝×１００（％）で表すことができる。次
に、伸線加工では、主に伸線用ダイスを用い、伸線機は複数のダイスで一度に伸線するこ

10

20

30

40

50

(13) JP 3697227 B2 2005.9.21



とができる装置を用い、伸線前、伸線終了後のワイヤの平均半径をそれぞれＲｆ、Ｒｇと
すると、｛１－（Ｒｇ／Ｒｆ） 2｝×１００（％）で面積加工率を表すことができる。ダ
イスの内壁は、超硬金属又はダイヤモンド加工を施されているものが、安定性等に優れて
おり、より望ましい。熱処理方法は、ワイヤを巻き取った状態で加熱オーブン内に設置し
、一括して加熱する方式と、一定の長さの加熱炉内でワイヤを連続的に移動させながら加
熱する連続熱処理方式等が利用できる。
【００７０】
圧延加工の面積加工率、伸線加工の面積加工率、熱処理の加熱温度について、上記条件を
適正化させること必要となる。各条件の理由として、圧延加工、一次伸線加工における面
積加工率が９５％未満、又は二次伸線加工の面積加工率が９９．５％未満の場合には、加
工集合組織の成長が不充分となり、その後の加熱で回復・再結晶も一部に生じさせた最終
の集合組織において、［１１１］／［１００］の面積割合を調整することが困難である。
また、熱処理の加熱温度が原料素材の融点に対して３０％未満の低温であれば、その後の
伸線工程において［１１１］及び［１００］の結晶方位を揃えることが難しいためであり
、一方、７０％超の高温であれば、最終線径まで伸線しても［１１１］以外の方位が占め
る割合が高くなるため、［１１１］／［１００］の面積割合を制御することが難しいため
である。
【００７１】
平均伸線速度を１００～８００ｍ／分とした理由は、１００ｍ／分未満であれば、長手方
向でのばらつきが発生したり、量産性が低下すること、８００ｍ／分超であれば、伸線時
の発熱等による動的再結晶等も懸念され、結晶方位の均一性を維持することが困難である
。ダイス前後での張力の差が０．１～５０ＭＰａとした理由は、ダイス前後での張力差の
制御によりワイヤ表面近傍での加工歪みを制御する効果を利用しており、０．１ＭＰａ未
満であれば、ワイヤ長手方向での組織のバラツキが発生し易く、５０ＭＰａ超では細線で
の断線が問題となるためである。また、一次伸線・二次伸線でのダイス出口における引出
し角度が３０°以下であれば、ワイヤ長手方向の垂直断面での加工歪みを局所的に管理す
ることにより、ワイヤ内部と外周部での組織を制御することが容易となる。
【００７２】
ワイヤの中心近傍と表層近傍における［１１１］／［１００］の面積割合等に差異を促進
するには、基本的に上記条件範囲をベースに、加工と回復・再結晶の組合せを積極的に管
理することが必要となる。例えば、圧延加工、一次伸線加工、二次伸線加工において中心
近傍と表層近傍での加工度、加工歪みに変化を与える方法、また、前熱処理、後熱処理等
の加熱時において回復・再結晶をワイヤ表面からの深さ方向で変化させるような方法が有
効である。また両者を組み合わせれば、ロール圧延、ダイス伸線加工の工程で、ワイヤの
表層近傍では内部よりも加工歪みの導入を助長し、一方で加工速度の増加による動的再結
晶を利用して、表層部の加工歪みの緩和を促すことができる。また、熱処理時の温度、移
動速度、張力等の設定を変えてワイヤの深さ方向に温度変化を生じさせることも可能であ
る。集合組織は、加工と回復・再結晶の相乗作用に左右される。こうした加工条件と熱処
理条件の兼ね合いをうまく利用することで、ワイヤの内部方向での［１１１］／［１００
］の面積割合を変化させることができる。
【００７３】
さらに、太径から徐々に細くする過程で、条件設定は必ずしも同一ではなく、線径により
、掃引角度等に条件を変化させることで、中心近傍と表層近傍での結晶方位の分布に差異
を生じることを促進できる。ダイス加工の減面率、伸線速度、熱処理温度等は、変更、管
理が比較的容易であり、その効果も得られやすい。なかでも、伸線加工に用いる複数のダ
イスの内、減面率が７％未満、７～１１％、１１～２０％である３種のダイス群のそれぞ
れを少なくとも１０％以上を使用することで、中心近傍と表層近傍での結晶方位を個別に
制御することが比較的容易となる。上記３種のダイス群のダイス数、順番等の組み合わせ
を変更することにより、本発明に規定したワイヤ組織の範囲内で、結晶方位の比率を微調
整することが可能である。
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【００７４】
また、加熱炉の両端の加熱温度Ｔｅ（絶対温度）が、中央部の加熱温度Ｔｍ（絶対温度）
に対して、０．０２Ｔｍ　～０．３Ｔｍ　ほど低温である温度分布を持った加熱炉を用い
て、ワイヤを連続的に掃引させて熱処理することで、中心近傍と表層近傍での再結晶挙動
に変化を与え、ワイヤ深さ方向に結晶方位を制御することも可能である。また、一定部に
のみガス流を発生させている加熱炉を用い、その炉内でワイヤを連続的に掃引させて熱処
理することでも、ワイヤ表層近傍での結晶方位を制御することも可能である。
【００７５】
ワイヤ材料について、Ａｕを主成分とするボンディングワイヤであれば、比較的容易に本
発明に係わる組織を得ることができる。好ましくは、ワイヤ製造工程での作業性、使用時
のボール形成時の酸化等を考慮すると、Ａｕを主成分とし、添加成分として、Ｂｅ、Ｃａ
、Ｌａ、Ｉｎ、Ｇｄ、Ｎｄ、Ｃｅ、Ｄｙ、Ｔｂ又はＹから選ばれる１種以上の元素の総濃
度Ｃ 1が０．０００５～０．０２質量％、あるいはＡｇ、Ｓｎ、Ｐｄ、Ｐｔ又はＣｕから
選ばれる１種以上の元素の総濃度Ｃ 2が０．００３～０．１質量％であることが望ましい
。さらに好ましくは、上記元素群の総濃度Ｃ 1が０．００５～０．０１５質量％であれば
、本発明の組織を構成することがより容易となり、量産性の管理等が簡便となる等の理由
から、より望ましい。
【００７６】
【実施例】
以下、実施例について説明する。
金純度が約９９．９９５質量％以上の電解金を用い、Ｂｅ、Ｃａ、Ｌａ、Ｉｎ、Ｇｄ、Ｎ
ｄ、Ｃｅ、Ｄｙ、Ｔｂ又はＹから選ばれる１種以上の元素の総濃度が０．０００５～０．
０２質量％の範囲、あるいはＡｇ、Ｓｎ、Ｐｄ、Ｐｔ又はＣｕから選ばれる１種以上の元
素の総濃度が０．００３～０．１質量％の範囲で含有する金合金を溶解炉で溶解鋳造し、
その鋳塊をロール圧延し、加熱炉中で前熱処理を行い、さらにダイスを用いて伸線加工を
行い、連続的にワイヤを掃引しながら加熱する後熱処理を施して、ボンディングワイヤを
作製した。最終線径は２０μｍとした。
【００７７】
表１、２に、ワイヤの結晶方位の面積比率、あるいはワイヤボンディングによる使用性能
について表示する。
【００７８】
表３に製造条件を示す。実施例では、本発明で規定する製造条件を満足しており、一方、
比較例では、製造条件の少なくとも一つは本発明で規定する範囲から外れる条件が含まれ
る。
【００７９】
【表１】
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【００８０】
【表２】
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【００８１】
【表３】
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【００８２】
実施例の具体的な製造工程を簡単に説明する。まずは、直径６～３０ｍｍの鋳塊を作製す
る。圧延工程では、溝型ロールを使用し、線径が０．５～１．５ｍｍとなるまで、１０～
１００ｍ／分の速度で加工した。前熱処理工程では、オーブン加熱炉を用い、２５０～８
００℃に設定された炉中に０．１～２時間保持して加熱し、炉外の大気中で放冷した。伸
線工程では、ダイスを複数個セットできる連続伸線装置と、ダイヤモンドコーティングさ
れたダイスを用い、伸線速度は５０～４００ｍ／ｓの範囲、ダイス前後での張力の差が０
．１～５０ＭＰａの範囲とした。使用したダイスの減面率は、減面率が７％未満、７～１
１％、１１～２０％である３種のダイス群を使用した。後熱処理工程では、２０ｃｍの均
熱帯を持つ赤外加熱炉を用い、２５０～７００℃に設定された炉中を、速度は５０～８０
０ｍ／分で、ワイヤを連続的に移動させながら熱処理を施し、引張試験の伸び値が３～５
％になるように調整した。
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【００８３】
また、表３の実施例４～５、１０～１６では、後熱処理工程における加熱炉両端の加熱温
度Ｔｅが、中央部の加熱温度Ｔｍに対して、０．０２Ｔｍ　～０．３Ｔｍ　ほど低温であ
るように調整してある。
【００８４】
ボンディングワイヤの接続には、汎用の自動ワイヤボンダー装置を使用して、ボール／ウ
ェッジ接合を行った。ボール接合では、ワイヤ先端にアーク放電によりボール部を形成し
、そのボール部を電極膜に超音波併用の熱圧着により接合した。また、リードフレーム（
Ｃｕ合金）又はＣＳＰテープ基板上のリード部に、ワイヤ他端部をウェッジ接合した。電
極間隔は７０、５０、４０μｍの狭ピッチ接続を行った。
【００８５】
接合相手は、シリコン基板上の電極膜として、厚さ約０．８μｍのＡｌ合金膜（Ａｌ－１
％Ｓｉ、Ａｌ－０．５％Ｃｕ、Ａｌ－１％Ｓｉ－０．５％Ｃｕ）、あるいはＣｕ配線（Ａ
ｕ０．０１μｍ／Ｎｉ０．４μｍ／Ｃｕ０．４μｍ）を用いた。
【００８６】
スタッドバンプの作製には、上記のボール部を電極上に接合し、その直上にワイヤを引き
上げて破断させることで、バンプを形成した。積層チップ実装のために、同一チップにス
タッドバンプとループ形成を混載させる場合には、まずは全ての電極上にスタッドバンプ
を形成し、その後に行うループ形成では、ボール部をリード部に接合し、ワイヤを前述し
たスタッドバンプ上にウェッジ接合した。
【００８７】
ワイヤ組織について、長手方向に断面研磨したワイヤを用いて、エッチングを行った後に
ＳＥＭで観察して結晶粒数を数えた。また、同様の断面研磨した試料のある領域において
、ＥＢＳＰ法により結晶方位を測定した。ワイヤ断面の全体での［１１１］又は［１００
］方位の結晶粒の面積比率を求め、ワイヤの半径Ｒの中心からＲ／２までの部分を中心部
、その外側を外周部とし、それぞれの領域における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒ
ｃ、Ｒｓを求めた。また、ワイヤ中心からＲ／３までの領域を芯部の領域における［１１
１］／［１００］の面積割合Ｒｄを求めた。なお、結晶方位の測定において、結晶粒の各
方位がワイヤの長手方向に対して１０°以内の傾きを有するものを、全て各方位の結晶粒
とした。
【００８８】
ウェッジ接合性の評価には、接合相手は、表面にＡｇメッキ（厚さ：１～４μｍ）が施さ
れたリードフレーム、又は表面にＡｕメッキ／Ｎｉメッキ／Ｃｕ配線が形成されている樹
脂テープ基板を使用した。試料が搭載されるステージの温度は、リードフレームの場合は
通常の２２０℃を選定し、テープ基板の場合には、通常の１８０℃と、ウェッジ接合性が
より厳しくなる低温の１６０℃で行った。評価基準として、２００ピンのチップを１０個
使用し、合計２０００本のワイヤを接続し、ウェッジ接合部での不良により連続ボンディ
ング動作が一度でも中断したり、光顕観察により剥離等の不良現象が２本以上認められた
場合には、ウェッジ接合性が不十分であるため△印で示し、連続ボンディングで問題もな
く、その後の観察でも不良が認められない場合には、ウェッジ接合性は良好であると判断
し、◎印で示し、両者の中間となる、連続ボンディングは可能でも剥離が１本認められた
場合には、通常は問題とならないことから、○印で表示した。
【００８９】
また、ウェッジ接合性等も影響を及ぼすボール形成性について、上記のテープ基板への１
６０℃の低温接合を実施して、線径の１．４倍の小ボール１０本をＳＥＭで観察した。ボ
ール形状が真球で良好な場合には◎印、偏平なボールが１本でも観察されたら△印、その
中間で、真球性は良好であるがボール部がワイヤ中心からずれることによる偏芯が２本以
上観察された場合には○印で表示した。
【００９０】
樹脂封止時のワイヤ流れ（樹脂流れ）の測定に関しては、ワイヤ長が約５ｍｍ、ループ高
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さが約３００μｍ、ループ形状は台形となるようボンディングし、その後、モールディン
グ装置を用いて汎用ビフェニール系エポキシ樹脂で封止を行った試料を作製した。この半
導体素子の内部を軟Ｘ線非破壊検査装置を用いてＸ線投影し、決まった位置のワイヤ流れ
量を３０本測定し、その平均値をワイヤ長さで除算した値（百分率）を封止後のワイヤ流
れ率と定義した。このワイヤ流れ率が、４％未満であればワイヤ流れは良好であるため◎
印で示し、６％以上であれば狭ピッチ接続でのワイヤ接触等が懸念されるため△印、その
中間である４～６％の範囲の場合は○印で表示した。
【００９１】
ボンディングされたループの直線性を評価するため、ワイヤ長（スパン）が６ｍｍとなる
ようボンディングされた１００本のワイヤを用いて、投影機により上方から観察した。ボ
ール側とウェッジ側の接合部を結ぶ直線に対し、ワイヤが最も離れている部位のずれを曲
がり量として測定した。その曲がり量の平均が、線径の１本分未満であれば良好であると
判断し◎印で表示し、２本分以上であれば不良であるため△印、その中間であれば、汎用
ワイヤよりは良好であり、通常は問題とならないため○印で表示した。
【００９２】
ウエッジ接合部の信頼性を評価するため、高温リフロー試験、熱サイクル試験を実施した
。試料は、上述した、２００ピンのＣｕ合金のリードフレーム上にワイヤボンディングを
行った後に、汎用ビフェニール系エポキシ樹脂で封止した試料を用いた。試料数は２チッ
プの計４００ピンで調べた。リフロー試験は、Ｐｂフリー対応を想定し、従来のＳｎ－Ｐ
ｂ共晶系よりも高温である２８０℃でリフローを実施し、その後に電気特性を測定した。
導通が得られないものが１本でも発生すれば△印、電気的特性に問題が生じていない場合
は◎印、その中間である、全ピンで導通はえられるが、電気抵抗が高いピンが２本以上発
生している場合には、より過酷な接合信頼性が懸念されるため○印で表示した。
【００９３】
熱サイクル試験では、実使用時の熱履歴を加速評価する目的で、－５５℃と１２５℃の間
で温度の昇降を繰り返し、３００サイクルの試験後に、開封作業により樹脂を削除し、ウ
ェッジ接合部の近傍での引張り試験（ピール試験）を実施した。この熱サイクル試験後の
ウェッジ接合のピール強度を、ボンディング直後の平均値と比較した。試験後のピール強
度の減少が２割以下に抑えられている場合には、ウェッジ接合部の耐疲労特性は良好であ
るため◎印で示し、強度の減少が、７割超である場合には不良発生が懸念されるため△印
で、その中間では、電気的接続は確保されていることから○印で表示した。
【００９４】
短スパンでのウェッジ接合部近傍の引張強度を評価するピール試験を実施した。チップ段
差は４５０μｍ程度、ワイヤ長は約１ｍｍ、接合相手は前記樹脂テープである。ボンディ
ングされたワイヤでピール試験を行い、その破断強度であるピール強度が６０ｍＮ以上で
あれば良好であるため◎印で示し、２０ｍＮ未満であれば実用上問題となるため△印で示
し、その中間であれば、実用上は問題のないレベルであると判断して○印で示した。
【００９５】
ボール接合近傍のワイヤ直立部が倒れる現象であるリーニングについては、チップ水平方
向からワイヤ直立部を観察し、ボール接合部の中心を通る垂線とワイヤ直立部との間隔が
最大であるときの間隔（リーニング間隔）で評価した。ワイヤ長は４ｍｍ、試料数は５０
本とした。ループの最高高さは、通常の約２００μｍと、リーニング評価にはより厳しい
高ループである約３５０μｍの２種類で調べた。上記のリーニング間隔がワイヤ径よりも
小さい場合にはリーニングは良好、大きい場合には直立部が傾斜しているためリーニング
は不良であると判断した。リーニングの不良発生頻度により分類し、不良が３本以上の場
合には△印、０本の場合には◎印、その中間では○印で表示した。
【００９６】
積層チップ接続への適応性について、逆段差ボンディング時のワイヤ曲がりを評価した。
ボール接合部がウェッジ接合部よりも低い位置となるよう、上述した、電極上にスタッド
バンプを形成し、その上にウェッジ接合を行った。高さ４５０μｍの高段差チップを用い
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、ボール接合近傍のワイヤ直立部が３５０μｍ程度となるようボンディングを行った。ボ
ンディングされたワイヤ２００本を上方から観察して、直立部の最大倒れ量が線径の４倍
以上のものが１本でもあれば不良と判断して△印で示し、全てのワイヤの最大曲がり量が
線径の２倍より小さい場合には良好であると判断して◎印で表し、その中間である場合に
は、屈曲は少し発生しているものの、一般的な使用では問題にならないと判断して○印で
示した。
【００９７】
ワイヤ表面の傷発生では、１００本のループを形成し、ＳＥＭで観察して、ワイヤ表面に
傷が認められない場合には◎印で示し、長さが１０μｍ以上の傷が１個でも認められる場
合には△印で示し、その中間では、傷発生の問題がないとして、○印で示した。また、キ
ャピラリ詰まりでは、連続ボンディングに支障をきたしたり、ループ形状が乱れる等、キ
ャピラリの詰まりに関連する不良が発生するまでのボンディング回数で比較し、１０万回
未満ではキャピラリ寿命が短く生産性が悪いと判断して△印で示し、５０万回以上では生
産性が良好であると判断して◎印で示し、その中間では、通常の使用では問題ないとして
○印で示した。
【００９８】
ボンディング工程でのループ形状安定性については、ワイヤ毎に３箇所のループ高さを測
定し、そのループ高さの標準偏差により評価した。安定なループ形状を得るのがより困難
である狭ピッチ・ロングスパンへの実用性を評価するため、ワイヤ長は５ｍｍ長、ループ
形状は台形、ループ高さは約２００μｍと約３５０μｍの２種類でボンディングを行った
。それぞれ５０本ずつ選定し、測定には光学顕微鏡を使用した。測定個所には、ループ高
さのバラツキが発生しやすい部位として、ボール直上部、最高到達部、ワイヤ長の中心部
の３箇所とした。このループ高さの標準偏差がワイヤ径の１／２以下であれば、バラツキ
が大きいと判断し、１／２未満であればバラツキは小さく良好であると判断した。その基
準をもとに判断し、３箇所ともバラツキが小さい場合には、ループ形状が安定していると
判断し、◎印で表示し、バラツキが大きい個所が１箇所である場合には、比較的良好であ
るため○印、２箇所の場合には△印、３箇所ともバラツキが大きい場合には×印で表示し
た。
【００９９】
表１、２、３で、第１請求項に係わるボンディングワイヤは実施例１～１６であり、第２
請求項に係わるボンディングワイヤは実施例１～３、５～９、１２～１４であり、第３請
求項に係わるボンディングワイヤは実施例１～７、１０～１３であり、第４請求項に係わ
るボンディングワイヤは実施例１～１０、１２であり、第５請求項に係わるボンディング
ワイヤは実施例４、１１、１５、１６であり、第７請求項に係わるボンディングワイヤは
実施例１、２、４～１０、１２～１６である。表１の比較例１～６は、第１請求項におけ
るボンディングワイヤの組織構成を満足しない場合である。
【０１００】
実施例１～１６のボンディングワイヤは、本発明に係わる、中心部、外周部それぞれの結
晶方位に関する［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃ、Ｒｓの差分比率の絶対値｜１－
Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）が３０％以上であることにより、現在主流のリードフレーム
を用いた場合のウェッジ接合性を向上できることが確認された。また、線径の１．３倍程
度の小ボールの形成性も良好であった。また、上記の結晶方位の差分比率の絶対値が４０
％以上である実施例２～８、１０、１２、１５、１６では、樹脂テープ上に１８０℃でボ
ンディングされるときのウェッジ接合性が改善されており、さらに、５０％以上である実
施例３～７、１０、１６では、より低温１６０℃で樹脂テープ上へのウェッジ接合性も良
好であることが確認された。それに対し、比較例１～６のボンディングワイヤは、上記の
結晶方位の差分比率の絶対値が割合が３０％未満であることにより、リードフレーム、樹
脂テープ上へのウェッジ接合性は十分ではなかった。
【０１０１】
第２請求項に係わる実施例１～３、５～９、１２～１４のボンディングワイヤでは、中心
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部と外周部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｃ、Ｒｓとの差分比率｜１－Ｒ
ｃ／Ｒｓ｜×１００（％）を３０％以上、ワイヤ断面全体で平均した［１１１］／［１０
０］の面積割合Ｒａを１．０以上であるため、高接合性とワイヤ流れの抑制を同時に満足
することが確認されたが、比較例１～６では、こうした改善効果は認められなかった。ま
た、実施例１、６～９では、ワイヤ断面全体で平均した上記値Ｒａを１．２以上とするこ
とで、ロングスパンでのループの直線性も向上することができた。
【０１０２】
第３請求項に係わる実施例１～７、１０～１３のボンディングワイヤでは、中心部と外周
部での該面積比率Ｒｃ、Ｒｓとの差分比である｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）が３０
％以上であり、ワイヤ中心からＲ／３まで芯部での該面積比率Ｒｄが０．１～０．８の範
囲であることにより、高いウェッジ接合性、ワイヤ流れの抑制を満足しつつ、さらに、ウ
ェッジ接合部における疲労特性に関連する高温リフロー試験、熱サイクル試験においても
良好な信頼性が得られることを確認した。なかでも、実施例１～３、５～７、１２、１３
では、上記特性である、中心部と外周部での差分比、芯部での面積比率Ｒｄに加えて、ワ
イヤ断面全体で平均した［１１１］／［１００］の面積割合Ｒａを１．０以上とすること
で、短スパンにおけるウェッジ接合部近傍のピール強度も十分高いことが確認された。
【０１０３】
第４請求項に係わる実施例１～１０、１２のボンディングワイヤでは、中心部と外周部で
の該面積比率Ｒｃ、Ｒｓとの差分比である｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）が３０％以
上であり、外周部での該面積比率Ｒｓが１．２以上であることにより、ウェッジ接合性を
満足し、さらに、ループ高さが２００μｍにおけるリーニング性も改善できることが確認
された。なかでも、該Ｒｓが１．５以上である実施例５～８のボンディングワイヤでは、
ループ高さが３５０μｍの高い場合でも、良好なリーニング性が得られることが確認され
た。また、｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（％）≧３０％、Ｒｓ≧１．２であり、さらに芯
部での比率Ｒｄが０．１～０．８の範囲である、実施例１～７、１０、１２では、逆段差
ボンディング時のワイヤ曲がりを低減する効果も確認された。
【０１０４】
第５請求項に係わる実施例４、１１、１５、１６のボンディングワイヤでは、表面からＲ
／５までの最表面部における［１１１］／［１００］の面積割合Ｒｔが１．０以下である
ことにより、ワイヤ表面の傷発生を低減したり、キャピラリが詰まるまでの寿命を延ばし
て、生産性を向上することができる。
【０１０５】
第７請求項に係わる実施例１、２、４～１０、１２～１６のボンディングワイヤでは、中
心部と外周部での該面積比率Ｒｃ、Ｒｓとの差分比である｜１－Ｒｃ／Ｒｓ｜×１００（
％）が３０％以上であり、結晶粒数が０．０４～４個／μｍ 2の範囲であることにより、
ワイヤ長が５ｍｍでのループ高さのばらつきを低減し、安定なループ形状を得られる制御
性の良好な特性が得られることが確認された。
【０１０６】
【発明の効果】
以上、本発明の導体装置用金ボンディングワイヤ及びその製造方法によれば、狭ピッチ接
続を実現するために、ウェッジ接合部の接合性あるいは疲労特性、ワイヤ流れの抑制、ボ
ール直立部のリーニング性、等が総合的に改善でき、しかも工業的に量産性にも優れてい
る。
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